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減災対策協議会の規約改定

■大規模氾濫減災協議会の趣旨
改正水防法により、水害に対する意識を「施設整備により洪水の発生を防止するもの」から「施設では防ぎきれな

い大洪水は発生するもの」へと根本的に転換し、社会全体でこれに備える「水防災意識社会」再構築の取組をさらに
加速するため、多様な関係者が連携して洪水氾濫による被害を軽減するためのハード・ソフト対策を総合的かつ一
体的に推進するためのものである。

■移行にあたっての対応
 規約の見直し

・水防法第15条の９に基づくことを規約へ記載

 協議会の構成員の見直し

・H29.7.21付け国四整水予第15号により国土大臣の権限は事務所長で対応可

・法定以外の構成員追加は各協議会の判断（任意）で対応 ←香川県 河川砂防課長を追加

 地域の取組方針を確認し、減災対策を充実

・緊急行動計画により追加・変更された取組を水ビジョンの取組に反映
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